
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  いよいよ新しい学年がはじまりました。吉部小学校の花壇にも３色のきれいなチューリップが咲

きました。チューリップの花言葉は、「思いやり」だそうです。今年度も、吉部小学校のみんなが、

お互いを思いあって、元気に楽しく過ごせたらいいなと願っています。 

「すこやか」では、心や体の健康についての情報やみんなの健康の様子などを伝えていきます。 

お子さんと一緒にお読みください。 

 

 

 

 

 

～健康診断がはじまります～ 
 健康診断は、自分の体の成長や健康を確かめる大切な日です。日頃の生活をふり返ったり、健康の大

切さを考えたりする機会にしましょう。 

日   時  項   目  対  象  者  

４月１４日（木）  ９：３５～  

成長測定  児童全員  

視力検査  児童全員  

聴力検査  １・２・３・５年生  

４月２５日（月）１０：００～  心電図検査  １年生のみ  

５月  ６日（金）１３：３０～  耳鼻科検診  児童全員  

 ５月１０日（火）１３：３０～  眼科検診  児童全員  

 ５月１０日（火）【予備日１１日（水）】 尿検査  児童全員  

５月１２日（木）１０：３０～  歯科検診  児童全員  

５月１９日（木）１３：３０～  

 

内科検診  児童全員  

水泳学習前  

健康相談  
全学年希望者  

６月  ７日（火）【予備日８日（水）】 尿検査（再）  対象者  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内科検診について 

内科検診前に、下記の書類を配付します。 

・「結核健康診断問診票」 

・「整形外科/脊柱側弯・四肢の状態」 

・「水泳学習前健康相談希望調査」 

・「学校心臓(内科)検診保健調査票」 
 

【２～６年生のみ】 
 保健関係連絡袋に入れて配付します。 

尿検査について 

 尿検査前日に、容器と尿の採取・提出の

仕方についてのプリントを配付します。 

すこやか 
保健室だより 

令和４年４月１３日 

 

宇部市立吉部小学校 

 今年度の学校医の先生方です。 

よろしくお願いします。 
 

☆内科   村上 俊雄  先生  

（むらかみこどもクリニック） 

☆眼科   岩本 菜奈子 先生  

（山大眼科） 

☆耳鼻科  竹中 裕紀  先生  

（山大耳鼻科） 

☆歯科   北村 俊介  先生  

（きたむら歯科医院） 

☆薬剤師  岩本 一雄  先生  

（岩本薬局） 

みんなが健康で元気にすごせるように、保健室から応援していきます。けがや病気の

時、何か悩みがある時などは、保健室に来てくださいね。よろしくおねがいします。 



学校伝染病に伴う出席停止について 
 

学校保健安全法により、出席停止となる疾病が決まって 

います。以下の通りです。 
 

【学校保健安全法施行規則第 18 条の感染症と出席停止期間の基準】 

第一種は「発生はまれだが重大な感染症」第二種は「飛沫感染し、流行拡大の恐れがある感染症」第三種

は「飛沫感染が主体ではないが放置すれば流行の拡大の可能性がある感染症」とされています。 

 

＊第三種の感染症に分類されている「その他の感染症」は、必要があれば校長が学校医の意見を聞き、

第三種の感染症として措置をとることができる疾病です。また、出席停止扱いとならない疾病について

も、感染症の種類や発生・流行の状況から、医師の指示により出席停止の判断をされることがあります。 
 

☆新型コロナウイルス感染症について☆  ※新型コロナウイルス感染症は第一種となります。 

咳やのどの痛み、発熱等のかぜ症状がある場合、前日に発熱した時などは登校を

控え、家庭で休養してください。その場合は、出席停止扱いになり欠席にはなり

ません。 

 感染症の種類 出席停止の期間 

第

一

種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 

南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 

ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 

重症急性呼吸器症候群(SARS)、 中東呼

吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエ

ンザ、 指定感染症及び新感染症 

治癒するまで。 

第

二

種 

1) インフルエンザ(特定鳥インフルエ

ンザを除く) 

 

1）発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後 2 日, 

（乳児から幼児については 3 日)を経過するまで。） 

 

2) 百日咳  

 

2）特有の咳が消失するまで、又は 5 日間の適正な 

抗生物質製剤による治療が終了するまで。 

  

3) 麻疹(はしか)  

 

3）解熱後 3 日が経過するまで。  

 

4) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  

 

 

4）耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 

日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 

  

5) 風疹(三日ばしか)  

 

6) 水痘(みずぼうそう)  

5）発疹が消失するまで。 

  

6）すべての発疹がかさぶたになるまで。  

7) 咽頭結膜熱(プール熱)  

 

7）主要症状が消退後 2 日を経過するまで。  

 

8) 結核  

 

8）感染のおそれがないと認めるまで。  

 

9) 骨髄炎菌性髄膜炎 9）感染のおそれがないと認めるまで。 

第

三

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌

感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性

角結膜炎、 急性出血性結膜炎 

病状により学校医その他の医師において 感染の恐れ

がないと認めるまで。 

そ

の

他 

マイコプラズマ肺炎、手足口病、溶連菌

感染症、 伝染性紅斑(りんご病)、感染性

胃腸炎、 流行性嘔吐下痢症など 

条件によっては出席停止の措置が必要 


